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株式会社ヤマフが販売した馬肉の原産地の不適正表示に
対する措置について

消費者に販売された馬肉（生鮮畜産物）に、事実と異なる原産地を表示し販
売した事業者に対し、下記のとおり措置を行いましたのでお知らせします。

１ 概 要
（１）株式会社ヤマフ（本社：佐賀県唐津市海岸通７１８２番地１６２。以下｢ヤマ

フ」という ）は、株式会社ショクリュー（本社：大阪市中央区日本橋一丁目２。
２番２５号。以下「ショクリュー」という ）から、原産地の伝達及び表示がさ。
れずに納品された馬肉：商品名 馬刺し を 原産地の確認を行うことなく 熊「 」 、 、「
本産」と表示し一般消費者へ販売していたことを確認しました。

（２）このため、本日、ヤマフに対して、ＪＡＳ法に基づく指示を行いました。

２ 経 過
（１）平成２０年９月１６日及び１７日に、九州農政局佐賀農政事務所が、ヤマフが

経営する直売店（佐賀県唐津市浜玉町浜崎１９２２。以下「直売店」という ）。
に対して生鮮食品の表示調査を実施したところ、①ヤマフは、ショクリューから

「 」 「 」仕入れた原産地の表示・伝達のない馬肉：商品名 馬刺し の原産地に 熊本産
と事実と異なる表示を行い 販売していたこと ②Ａ社 県域業者 が原産地 カ、 、 （ ） 「
ナダ」と伝達されていた馬肉の原産地を表示・伝達せずにショクリューに販売し
ていたことを確認しました。

（２）このことから、九州農政局佐賀農政事務所は、平成２０年９月１８日から２９
日までの間、馬肉を販売したヤマフ及び直売店に対し調査を行いました。

（３）この結果、平成１９年３月１７日から平成２０年９月１６日までの１年６ヶ月
間、直売店においてヤマフ自らが表示実施者として販売した馬肉について、ショ
クリューに原産地を確認することなく 「カナダ産」を「熊本産」と表示し、約、
１６３ｋｇを一般消費者へ販売していたことを確認しました。

３ 措 置
ヤマフが、馬肉の原産地を事実と異なる「熊本産」と表示を行ったことは、生鮮食

品品質表示基準第４条第１項第２号に違反する不適正な表示であることから、ＪＡＳ
法第１９条の１４第１項の規定（別紙１参照）に基づく指示（別紙２参照）を行いま
した。

※ なお、本日、ショクリューに対しては、農林水産大臣が指示を行い、別紙３
のとおりプレスリリースを行っております。
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